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別紙３ 

海上保安庁宿舎（鹿児島）整備事業に 
関する国有財産無償貸付契約書（案） 

 

 

 貸付人国（以下「甲」という。）と借受人●（以下「乙」という。）とは、次の条項に

よって、国有財産の貸付けに関する契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 甲は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成

11 年法律第 117 号。以下「ＰＦＩ法」という。）第 69条第 1項及び第 71 条第１項の

規定に基づき、次条に掲げる貸付物件（以下「貸付物件」という。）を乙に無償で貸

し付ける。 

 

（貸付物件） 

第２条 貸付物件は、次のとおり。 

所 在 地 区 分 数 量 備 考 

鹿児島県鹿児島市西谷山 土地 ㎡  

 

（貸付物件の用途） 

第３条 乙は、貸付物件を、令和●年●月●日に甲との間で締結した海上保安庁宿舎（鹿

児島）整備事業契約（以下「ＰＦＩ事業契約」という。）に基づき、ＰＦＩ事業契約

の履行に必要な範囲で使用しなければならない。 

 

（貸付期間） 

第４条 貸付物件の貸付期間は、令和●年●月●日から、ＰＦＩ事業契約に基づき、海

上保安庁宿舎（鹿児島）の所有権移転又は契約解除に伴うその出来高部分の所有権を

甲へ移転するまでの期間とする。ただし、附帯的事業の用に供する土地については、

附帯的事業のために施設整備に着手する日の前日までの期間とする。 

 

（物件の引渡し） 

第５条 甲は、第４条に定める貸付期間の初日に貸付物件を乙に引き渡すものとする。 
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（引渡し義務等） 

第６条 甲は、無償貸付の目的物を、無償貸付の目的として特定した時の状態で引き渡

すことを約したものであり、その目的物に係る担保の責任を負わない。ただし、特定

した時の状態で引渡したことにより、無償貸付の目的に供することができない場合に

は、乙は契約解除の協議の申し入れをすることができる。 

 

（権利譲渡等の禁止） 

第７条 乙は、貸付物件に係る使用権を第三者に譲渡し、貸付け又はその他の処分をし

ようとするときは、事前にその理由を記載した書面によって甲に申請し、その承認を

受けなければならない。 

２ 乙は、貸付物件上の自己所有の建物その他工作物を PFI 事業契約上の目的を超えて

第三者に使用させ、譲渡し又はその他の処分をしようとするときは、事前にその理由

を記載した書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。 

３ 前２項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。 

 

（物件保全義務等） 

第８条 乙は、善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全に努めなければ

ならない。 

２ 乙は、貸付物件に関わる土地の工作物の設置保存の瑕疵のほか、天災その他の事由

によって損壊し、第三者に損害を与えた場合には、法令で必要な範囲においてその賠

償の責任を負うものとし、甲が乙に代わって賠償の責任を果たした場合には、乙に求

償することができる。 

３ 第 1項の規定により支出する費用は、すべて乙の負担とし、甲に対しその償還等の

請求をすることができない。 

 

（実地調査等） 

第９条 甲は、第７条、前条第１項又は第２項に規定する義務に違反したとき、及びそ

の他甲が必要と認めるときは、乙に対しその業務又は資産の状況に関して質問し、実

地に調査し、又は参考になるべき資料その他の報告を求めることができる。この場合

において、乙は、その質問に対して答弁をせず若しくは偽りの答弁をし、その調査を

拒み若しくは妨げ、又はその報告を拒み若しくは怠ってはならない。 

 

（違約金） 

第 10 条 乙は、貸付物件の乙への貸付期間中に第３条、第７条又は第９条に規定する

義務に違反したときは、金●円を違約金として、甲に支払わなければならない。 

２ 前項に定める違約金は、第 14条第 1項に定める損害賠償額の予定又はその一部と 
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解釈しない。 

（甲による契約の解除） 

第 11 条 甲は、乙が本契約に定める義務に違反した場合及び当該物件の管理が良好で 

ないと認める場合には、本契約の全部又は一部を解除することができる。    

２ 甲は、貸付物件を国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供する 

ため必要を生じたときは、ＰＦＩ法第 69 条第 12 項の準用する国有財産法第 24 条第 

1 項の規定に基づき、本契約を解除することができる。  

３ 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められるときは、前２項の規定にかか 

わらず、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。   

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法 

人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、 

理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。） 

が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 

２条第２ 号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同法第２条第６号 

に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であるとき  

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に 

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき   

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す 

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して 

いるとき   

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する 

などしているとき   

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると 

き  

(6) 貸付物件を暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある 

団体等であることが指定されている者の事務所又はこれに類する施設の用に使用 

したとき   

４ 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害につ 

いて、何ら賠償ないし補償することは要しない。   

５ 乙は、甲が第３項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じた 

ときは、その損害を賠償するものとする。 

 

（原状回復） 

第 12 条 乙は、前条の規定により契約の解除があったとき及び次条の規定により契約

が終了したときは、ＰＦＩ事業契約において別途定める場合を除き、甲の指定する期

日までに貸付物件を原状に回復して返還しなければならない。 
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（ＰＦＩ事業契約との関係） 

第 13 条 ＰＦＩ事業契約が解除その他の理由で期間満了前に終了した場合には、本契

約はＰＦＩ事業契約の終了と同時に終了するものとする。 

 

（損害賠償等） 

第 14 条 乙は、本契約に定める義務に違反したため甲に損害を与えたときは、その損

害を賠償しなければならない。 

２ 乙は、第 11 条第 2 項の規定に基づき本契約が解除された場合において、損失が生

じたときは、ＰＦＩ法第 69 条第 12 項の規定に基づきその補償を請求することができ

る。 

 

（必要費等の放棄） 

第 15 条 乙は、第４条に定める貸付期間が満了し、又は第 11 条及び第 13 条の規定に

より本契約が終了した場合において、貸付物件を返還するときは、乙が支出した必要

費及び有益費について、その支出に関し甲の承認を受け、かつその承認の際に甲が償

還する旨定めた場合、及びＰＦＩ事業契約に定めがある場合を除き、甲に対しその補

償等の請求をすることができない。 

 

（契約の費用） 

第 16 条 本契約の締結及び履行に関して必要な費用は、乙の負担とする。 

 

（信義誠実等の義務・疑義の決定） 

第 17 条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

２ 乙は貸付物件が国有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しな

ければならない。 

３ 本契約に定めのない事項の生じたとき又は本契約各条項の解釈につき疑義が生じ

たときは、甲乙協議の上決定する。 

 

（裁判管轄） 

第 18 条 本契約に関する訴えの管轄は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所と

する。 
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 上記契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印の上、各自その 

１通を保有する。 

 

 

 

 

令和●年●月●日 

 

貸付人 国  

契約担当官 

海上保安庁総務部長 名 

 

借受人 住所 

氏名 


